
新市まちづくり計画（合併市町村基本計画）概要版

平成２３年３月

栃木市・西方町合併協議会



　平成23年10月１日、栃木市、西方町が合併し「新生・栃木市」が誕生します。
　この新市まちづくり計画（合併市町村基本計画）は、新市のまちづくりの基
本的な方向性を示すため、市町村の合併の特例に関する法律に基づき、新市の
一体性の確立、均衡ある発展、住民福祉の向上を目指して作成するものです。
　新市について、住民の皆さまにより一層のご理解を賜りたく、計画の概要版
を配布させていただきますので、ぜひご高覧いただきますようお願い申し上げ
ます。
　結びに、将来都市像である「“自然”“歴史”“地域”“人”それぞれに生み出
す流れが大河を創り悠久の流れが未来を築く 新生・栃木市」を目指しまちづ
くりを進めてまいりますので、引き続き、皆さまの温かいご支援とご協力を賜
りますようお願い申し上げます。

　　　平成23年３月

栃 木 市 ・ 西 方 町 合 併 協 議 会
会　長　栃木市長　鈴 木　俊 美
副会長　西方町長　古 澤　悦 夫
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●計画の趣旨
新市まちづくり計画（以下「本計画」と

いう）は、市町村の合併の特例に関する法
律に基づき、新市の一体性の確立、均衡あ
る発展や住民福祉の向上などを図り、新市
を円滑に運営していくために、新市のマス
タープランとして作成するものです。

●計画の構成
本計画は、新市の基本方針、主要施策、

公共施設及び財政計画を中心に構成するも
のとします。

●計画の期間
本計画の期間は、10箇年度について定

めるものとします。（平成23年～平成32
年度）

新市まちづくり計画とは？
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第１章 序 論

両市町の総合計画は、議会の議決を経て策定されたまちづくりの最上位計画です。このこと
から、本計画は、両市町の総合計画の理念を前提とし、現況の再整理や合併の効果を踏まえ策
定するものです。

合併後の新市では、新たに総合計画が策定されますので、本計画の策定から新市の総合計画
の策定までを一連の流れとして捉えておくことが必要です。

本計画の位置づけを図示すると下図のようになります。
本計画は、住民に対して合併後の新市のまちづくりの方向性を示す役割、新市発足後に策定

される総合計画の指針としての役割、両市町の総合計画と新市の総合計画を結び付ける役割の
３つの役割を担う位置づけのもとに策定したものです。

１ 新市まちづくり計画の位置づけ

両市町の総合計画との関係１

新市の総合計画との関係２

新市まちづくり計画の位置づけ３

両
市
町
の
総
合
計
画 

新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画 

合
併 

新　

市 

（
新
た
な
総
合
計
画
を
策
定
） 

合併の効果 現　　　況 

合併協議会の協議 住民の意向 

市町名
計画の名称・期間

栃
木
市

旧
藤
岡
町

藤岡町第４次町勢振興計画　（13～22年度）

将来都市像 ハートにアクセス　‐人と自然が出会う町　ふじおか‐

栃
木
市

旧
栃
木
市

栃木市都市経営計画　　　　（18～27年度） 旧
都
賀
町

都賀町振興計画　　　　　　（18～22年度）

｢いつまでもこの街で暮らしたい｣ と心から思えるまち 心豊かで優しさに満ちた住みよいまち・つが

旧
大
平
町

大平町第５次総合振興計画　（13～22年度） 西
方
町

第４次西方町振興計画　　　（13～22年度）

健康で生きがいのもてるまち 大平 美しく活力のある田園文化都市　にしかた

●両市町の総合計画
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交通機関や道路網等の発達により、住民の生活圏は一つの行政区域を遥かに越えたものと
なっており、広域的な視点に立ち、住民生活に対応したまちづくりが求められています。

少子高齢社会への対応２
生産年齢人口※が減少していく中においても、多様な住民ニーズや福祉需要を充足できる財

源の調達が課題となっていくことから、一層の行財政の効率化が求められています。

人口減少や高齢化に伴い、住民税などの自主財源に加え、国や県からの補助金の減少が進ん
でおり、地域の特性を活用したまちづくりや行財政の効率化を推進し、国や県に依存しない自
立した財政基盤を構築することが求められています。

地方分権により国や県からの事務権限の移譲が進み、それらを住民サービスの向上に着実に
繋げるためには、行財政基盤を強化し、政策形成や法務など、職員の専門性の発揮や高度な
サービス提供を行える体制づくりが求められています。

自治体としての事務権限や財政規模の拡大を活用し、自らの判断と迅速な手続きで積極的な
まちづくりが可能になります。

観光振興、企業誘致など新市の誕生によるイメージアップ効果の活用や資源のネットワーク
化、情報の集約化により、自治体間における市場価値を向上させることが可能になります。

行政区域を越えた広域的な課題である環境や水処理の問題など、新市として一体となること
で迅速な対応が可能となります。

住民の日常生活などに即した広域的な視点から、道路や公共施設等の整備を図ることによ
り、効果的で効率的なまちづくりが可能になります。

行政サービスの提供区域が広域化することで、利用可能な窓口や公共施設が増加します。
管理部門の一元化など行政組織の再編により、直接的に住民サービスを提供する部門の充実

や専門化を図ることができます。

特別職の減少により、経費削減につながります。
行政組織の再編による重複部門の解消や公共施設の再配置により、中長期的な経費の削減を

図ることができます。

２ 合併の背景と必要性

住民の生活圏や広域的な課題への対応１

新たなまちづくりの展開１

地方分権への対応４

広域的なまちづくりの促進２

住民の利便性向上３

行財政の効率化４

※一般に15～64歳までの年齢人口

厳しい財政状況への対応３

３ 合併の効果
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第２章 新市の姿

１ 新市の概況

新市は、栃木県の南部に位置し、東京か
ら鉄道でも、高速道路でも約１時間の距離
にあります。

南 北 約32.6km、 東 西 約22.3km、 面
積284.83k㎡で、壬生町、小山市、岩舟
町、佐野市、鹿沼市などに接しており、ま
た、茨城、栃木、群馬、埼玉の４県の県境
が接する稀有な地域でもあります。

地勢としては、西には「三毳山」、｢太平
山｣、南には ｢渡良瀬遊水地｣ など県南の
シンボル的な自然景観と ｢渡良瀬川｣、｢思
川｣、｢巴波川｣、｢永野川｣ などの豊かな河
川を有しています。また、北部から東部に
かけては関東平野に連なる平坦地が広が
り、県内有数の農業地帯でもあります。新
市においては、豊かな自然環境を活かした
観光振興や農産物などを活用した地域ブラ
ンドの活性化によるまちづくりの推進が期
待できます。

新市は、南北には東北自動車道が通り、佐
野藤岡ＩＣ、栃木ＩＣを有し、東西には平
成23年全線開通予定※の北関東自動車道が通
り、都賀ＩＣを有しています。また、南部に
は、群馬、栃木、茨城を結ぶ一般国道５０号
が東西に通り、北部には一般国道２９３号が
通るなど、県内外とのアクセス性に優れた道
路網を形成しています。

地域間を結ぶ主な道路としては、主要地方
道栃木・藤岡線（栃木環状線）、主要地方道
宇都宮・亀和田・栃木線（例幣使街道）があ
り、近隣自治体などとの広域的なアクセス性
の向上として、都市計画道路小山・栃木・都
賀線の早期開通が望まれます。

公共交通では、東武日光線、東武宇都宮
線、ＪＲ両毛線の３路線、11駅があり、市
内や近隣自治体への通勤通学の足として、東
京、埼玉方面への交通手段として、充実した
鉄道網となっています。

新市を中心として、東西南北全方向に交通
網が形成されており、交通の結節点として拠
点性を発揮することが期待できます。

新市の位置と地勢１

上信越自動車道 

中央自動車道 

長野新幹線 

 

東名高速道路 

東海道新幹線 

宇都宮 

大宮 50km 

100km 

150km 

館山自動車道 

常
磐
自
動
車
道

東
北
新
幹
線

東
北
自
動
車
道

上
越
新
幹
線

長
野
自
動
車
道

中
央
自
動
車
道 中央本線 

東武線 

東京 

東関東自動車道 

北関東自動車道 

関越自動車道

東北本線 

交通２ ※H23.3.19全線開通
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平成17年の国勢調査によると、新市の人口は149,752人となっています。昭和60年から平
成２年にかけては人口増加となりましたが、その後は減少傾向に転じ、将来推計においては、
平成32年時点で135,463人となることが予測されます。

年齢別人口の構成比においては、平成17年と平成32年との比較によると、年少人口が
13.4%に対し10.6%、生産年齢人口が65.0%に対し57.6%、高齢者人口が21.6%に対し
31.8%となります。

また、世帯数は、平成32年まで増加傾向が続くものと予測されており、6.4%増加し、
52,144世帯となることが見込まれます。人口減少や高齢化は日本全体の傾向ですが、新市と
しても、このような現状をしっかりと見据え、身の丈にあったまちづくりを進める必要があり
ます。

２ 新市の基本指標

人口と世帯数（推移と将来推計）１

新市の主要指標と県内順位２

34,639
（22.5%）

29,877
（19,2%）

25,205
（16.3%）

22,097
（14.5%）

20,001
（13.4%）

18,270
（12.5%）

16,286
（11.5%）

14,309
（10.6%）

102,415
（66.5%）

104,968
（67.6%） 104,330

（67.5%） 101,036
（66.4%）

97,289
（65.0%） 92,125

（63.2%） 84,604
（60.0%） 78,082

（57.6%）

16,959
（11.0%）

20,383
（13.1%）

25,018
（16.2%）

29,032
（19.1%）

32,419
（21.6%） 35,439

（24.3%） 40,208
（28.5%） 43,072

（31.8%）

154,014 155,285 154,557

135,463
141,098

145,834149,752152,230

40,858 43,380
52,14445,653 51,499

50,45949,02847,392

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32

（人）

0

20,000

40,000

（世帯数）

※総人口は年齢不詳を含むため
各年齢別人口の合計とは合致
しません。 

※Ｈ22以降は推計値 

高齢者人口（65歳以上）
（構成比％） 
 

生産年齢人口（15～64歳）
（構成比％） 

年少人口（15歳未満）
（構成比％） 

総 人 口  

世 帯 数  

項　　目 数　　値 県内
順位 出　　典

人　口 149,752人 4位 H17国勢調査
面　積 284.83k㎡ 8位 H20国土地理院 

商　業 事業所数 1,837所 4位 H19商業統計調査
商品販売額 2,603億6,000万円 5位 H19商業統計調査

工　業 工業事業所数 478所 5位 H20工業統計調査
製造品出荷額等 7,734億8,596万円 4位 H20工業統計調査

農　業 農家戸数 6,120戸 1位 2005年農林業センサス
農業産出額 181億円 3位 H18生産農業所得統計

※本表における県内順位は、各種統計の調査基準日以降の市町村合併による順位変動は考慮していません。
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出流 

星野 
 ●道の駅にしかた 

●金崎桜つつみ 

大柿 

●つがの里 

蔵の街 

太平山 

●ぶどう団地 

道の駅みかも● 

渡良瀬遊水地

●プラッツおおひら 

東
北
自
動
車
道

北関
東自
動車
道352

293

50

4

4

125

東
武
日
光
線

東武
宇都
宮線

東
武
日
光
線

JR両毛線

都賀IC

栃木IC

赤
津
川

永
野

川

巴
波
川

巴
波
川

永
野
川

思
川

東
北
新
幹
線東

北
本
線（
宇
都
宮
線
）

思
川

渡
良
瀬
川

佐野藤岡IC

北関東自動車道 東
北
自
動
車
道

■観光資源・地域資源イラストマップ
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新市の課題、新市まちづくりの基本姿勢を以下のように定めます。

これまで各地域で取り組んできた“まちづくり”や住民活動によって、新市は様々な魅力や
資源を有した地域になります。こうした各地域での取組は新市においても大切な“財産”であ
り、人・地域・文化・伝統、様々な地域の魅力や資源を、さらに磨き上げていく必要がありま
す。

新市誕生後の10年間は、こうした各地域の資源やまちづくり活動などを継承していく仕組
みを確立するとともに、人・地域の自発的な取組を支援し、地域の魅力をより輝かせるまちづ
くりを推進していきます。

市民、まちづくり団体、地域の多様性のある取組は、新市にとって大きな力となりますが、
それぞれが異なる方向性を持って行動していては、新市の魅力を向上させる力にはならないと
考えます。新市が一つの新たなまちとして、他の自治体に負けない総合力を身につけていくた
めには、人と人、地域と地域が相互に認め合い、その中で、切

せっ

磋
さ

琢
たく

磨
ま

し様々なまちづくりを展
開していく必要があります。全ての市民、全ての地域が「自らが出来ることは何か」また「自
らがすべきことは何か」を考え、それぞれが多様性を持った中でも、目指すべき目的は ｢新市
の発展である｣ ということを明確にして、自らを律し取り組んでいく必要があります。

人口減少、超高齢社会や低成長社会、また地方分権など、近年の社会情勢は大きく変化して
います。そのような中、地方自治体においては安定した行政サービスの供給や、地域の資源、
魅力を次の世代にも引き継いでいける「持続可能な自治体」としての確立が急務となっていま
す。そのために、行財政運営面では、商工業の活性化や企業誘致などの経済的な振興策による
税収の確保のみならず、より一層の行財政の効率化を推進していく必要があります。また、価
値観の多様性や質的向上を求める社会では、市民と行政が一体となって取り組む協働の仕組み
を整えることが、効果的で効率的なまちづくりに必要となってきます。

第３章 新市の基本方針

１ まちづくりの基本姿勢

●地域の“力”を活かすまちづくり

●“自律”により“自立”できるまちづくり

●持続可能な自治体づくり
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2 将来都市像

太平山、三毳山といった風光明媚な山々、渡良瀬川、思川、巴波川、永野川などの水辺、渡良
瀬遊水地、つがの里、金崎の桜つつみなど多彩で豊かな自然環境、蔵の街など歴史ある街なみ景
観、イチゴや米をはじめとする豊かな大地が育む多彩な農産物。

首都圏と東北地方とを結ぶ東北自動車道、太平洋と日本海とを結ぶ北関東自動車道の結節点と
しての発展性、栃木、茨城、埼玉、群馬の４県が重なる地理特性、充実した道路網や鉄道網によ
る利便性、自然と都市が調和する良好な居住環境。

そして、それらの地域の資源や良さを活かして、住民、各種団体、企業、行政など多様な主体
が個々に力を発揮し、また、互いに連携し、支えあう中で、活力ある郷土、住みよい郷土を目指
し努力を続けてきました。

新市は、栃木市、西方町がそれぞれに守り育ててきた多種多様な地域資源を有するとともに、
交通環境や地理特性など基礎的条件が充実し、さらには、それらを守り、育ててきた人々が一つ
の自治体の住民となることで、多彩な魅力と大きな力を備え、さらなる飛躍が期待できる都市と
なります。

一つ一つの小さな流れが集まり、大きな流れとなり、故郷の川、母なる川として、人々の生活
や地域に多くの恵みと発展をもたらした“渡良瀬川”“思川”“巴波川”“永野川”のように、個
性と魅力あふれる“自然”“歴史”“地域”“人”がそれぞれに力を発揮することで多様な流れを
生み出し、そして、それらを集めることで、新市を発展に導く大きな一つの流れとなる大河を創
り出し、さらに、その大きな流れを絶やすことなく、未来永劫、新市を発展に導く力として、次
世代に受け継いでいくことのできる都市を目指します。
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まちづくりの基本姿勢のとおり、新市の発展は、地域の特性、これまで進めてきたまちづく
りを活かすことが前提となります。そのため、地域住民の声を反映し、地域の独自性を活かし
たまちづくりを継承していくことが求められるとともに、両市町が進めてきた住民参加による
まちづくりの中で培われた“住民の力”を活かし、地域づくりを進めていくことが求められて
います。

また、合併により市域が広大化することで ｢行政との距離｣ に不安感を覚える住民が少なく
ない中で、住民と行政が一体感を持って地域づくりを行える仕組みが求められています。

このようなことから、地域の多様なニーズを十分に把握し、住民、地域、団体、行政など多
様な主体の協働によるまちづくりを推進するために、新たなまちづくりの体制として「地域自
治制度」を導入します。

①住民代表組織
住民や団体などの多様な主体の声を把握し、地域の意見として集約、調整するとともに、

個々の活動の連携を強化するために住民代表組織を設置します。
②身近な地域行政機関

住民の利便性の維持向上のための身近な行政サービスを提供するとともに、住民代表組織
との連携により、地域のまちづくりの推進や住民活動等の支援を行うために身近な地域行政
機関を設置します。
③地域の意見が反映される仕組み

住民代表組織や地域住民の意見が、地域行政機関の取組だけでなく、本庁が地域に関係す
る重要な取組を行う際にも、反映される仕組みを構築します。

３ 新市のまちづくり体制（地域自治制度）

新たなまちづくり体制１

地域自治制度の基本的な枠組み２

合併時の地域自治制度 背景や必要性など 
まちづくりの基本姿勢 
・地域の“力”を活かすまちづくり
・“自律”により“自立”できるまちづくり
・持続可能な自治体づくり

多様なニーズの充足 
　少子高齢化・人口減少社会の中で、住民の多様な
ニーズを充足させるためには、まずは、住民や地域
自らの活動と行政が力を合わせて、協働によるまち
づくりが求められています。

合
併
に
対
す
る
住
民
の
不
安

合
併
に
対
す
る
住
民
の
不
安 

中心部だけ良くなって、
周辺は衰退するのでは？

今まで取り
組んでき

た「まちづ
くり」は

どうなる？

市域が広くなって意見は聴いてもらえるの？

役場が遠くなって不便にならない？

地域内のつながりが弱くならない？
地域の歴史や伝統
文化は？

新市のまちづくり体制 

地域自治制度の基本的枠組み 

住民代表組織
・住民、団体などを委員として組織する。
・地域の意見集約・調整を行う。
・住民、団体の活動の連携強化・調整を行う。
・地域行政機関と連携しまちづくりを推進する。

身近な地域行政機関 
・住民に身近な行政サービスを提供する。
・住民代表組織と連携しまちづくりを推進する。
・住民や団体の活動支援を行う。（住民自治の推進）

地域の意見が反映される仕組み  
・住民代表組織や地域住民の意見が新市の取組に
　反映される仕組みを構築する。

西方町の区域に市町村の合併の特例に関する法律に基づく地域自治区を設置
（平成27年３月31日まで） 

本庁 

地域自治区 
  

地域協議会 
（住民代表組織） 

 

 地域自治区事務所 
（身近な地域行政機関）

 
 

委員参画

行政サービス
住民活動支援

意　見 

自治区

 

市長
諮問・答申  

総合計画策定

予算編成 

庁議　　　等 

連絡・調整  

定
参画  

地域の意見  

議会 

本

議

連

携

議　

決

庁

会 政
策
提
案

※地域の公共的団体等や

※地域自治区事務所は
西方町役場に設置す
る総合支所

まちづくり活動を行う
住民等15名以内で構成

自
治
区
内
の
住
民
（
団
体
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
も
含
む
）

 

区
長
（
特
別
職
）

地域自治区
設置期間経過後 
地域自治区

設置期間経過後 

　基本的枠組みである
住民代表組織と身近な
地域行政機関の設置を
前提としつつ、｢自治｣
という意義に鑑み、地
域の住民の意向を把握
し、まちづくりを推進
するより良い仕組みを
構築します。

（※平成22年３月29日、旧大平
町・旧藤岡町・旧都賀町の区域
に地域自治区を設置）
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西方町の区域に、合併の日から平成27年３月31日まで、市町村の合併の特例に関する法律
に基づく地域自治区を設置します。地域自治区が設置されると、住民代表組織である ｢地域協
議会｣、身近な地域行政機関である ｢地域自治区事務所※｣ が置かれることになります。

※旧町役場を利用して設置される総合支所が地域自治区事務所を兼ねます。

①地域自治の目標
地域自治は、地域のまちづくりと自治の推進が目的です。一方で、新市は合併による効果

を活かして一体的なまちづくりを推進することも重要であり、これらを両立させることが課
題となり、相反する目標を抱えているものと捉えることもできますが、元来、自治体は多様
な主体により構成されており、個性の集合体です。このようなことから、個性ある地域が一
つの自治体の中に共存しながら、全ての地域と住民が有機的なまちづくりを進め、｢新市の
発展｣ へとつなげていくことが重要です。
②地域自治制度導入にあたっての責務

地域自治の主体となる住民代表組織や住民は、行政側に一方的に意見を述べ要望するので
はなく、「自治」を念頭に置き、住民や地域自らできるものは自らが、あるいは多様な主体
の連携、協働によりまちづくりを進めていくことが求められます。また、地域行政機関は、
まちづくりのパートナーとして自覚を持ち、住民代表組織や住民の活動を積極的に支援する
ことが求められます。
③地域自治制度の発展方向性

地域自治区の設置期間経過後は基本的枠組みである住民代表組織と身近な地域行政機関の
設置を前提としつつ、住民の意向を把握し、より良い仕組みを構築します。

合併時の地域自治制度３

地域自治のあり方４

合併時の地域自治制度 背景や必要性など 
まちづくりの基本姿勢 
・地域の“力”を活かすまちづくり
・“自律”により“自立”できるまちづくり
・持続可能な自治体づくり

多様なニーズの充足 
　少子高齢化・人口減少社会の中で、住民の多様な
ニーズを充足させるためには、まずは、住民や地域
自らの活動と行政が力を合わせて、協働によるまち
づくりが求められています。

合
併
に
対
す
る
住
民
の
不
安

合
併
に
対
す
る
住
民
の
不
安 

中心部だけ良くなって、
周辺は衰退するのでは？

今まで取り
組んでき

た「まちづ
くり」は

どうなる？

市域が広くなって意見は聴いてもらえるの？

役場が遠くなって不便にならない？

地域内のつながりが弱くならない？
地域の歴史や伝統
文化は？

新市のまちづくり体制 

地域自治制度の基本的枠組み 

住民代表組織
・住民、団体などを委員として組織する。
・地域の意見集約・調整を行う。
・住民、団体の活動の連携強化・調整を行う。
・地域行政機関と連携しまちづくりを推進する。

身近な地域行政機関 
・住民に身近な行政サービスを提供する。
・住民代表組織と連携しまちづくりを推進する。
・住民や団体の活動支援を行う。（住民自治の推進）

地域の意見が反映される仕組み  
・住民代表組織や地域住民の意見が新市の取組に
　反映される仕組みを構築する。

西方町の区域に市町村の合併の特例に関する法律に基づく地域自治区を設置
（平成27年３月31日まで） 

本庁 

地域自治区 
  

地域協議会 
（住民代表組織） 

 

 地域自治区事務所 
（身近な地域行政機関）

 
 

委員参画

行政サービス
住民活動支援

意　見 

自治区

 

市長
諮問・答申  

総合計画策定

予算編成 

庁議　　　等 

連絡・調整  

定
参画  

地域の意見  

議会 

本

議

連

携

議　

決

庁

会 政
策
提
案

※地域の公共的団体等や

※地域自治区事務所は
西方町役場に設置す
る総合支所

まちづくり活動を行う
住民等15名以内で構成

自
治
区
内
の
住
民
（
団
体
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
も
含
む
）

 

区
長
（
特
別
職
）

地域自治区
設置期間経過後 
地域自治区

設置期間経過後 

　基本的枠組みである
住民代表組織と身近な
地域行政機関の設置を
前提としつつ、｢自治｣
という意義に鑑み、地
域の住民の意向を把握
し、まちづくりを推進
するより良い仕組みを
構築します。

（※平成22年３月29日、旧大平
町・旧藤岡町・旧都賀町の区域
に地域自治区を設置）
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４ 新市の都市構造の基本方針

栃木駅周辺、市役所周辺では、行政、医療、
教育、業務などの既存集積や街なみ景観を活か
し、より一層の集積・向上を図ることで拠点性
を高めるとともに、交通面や情報面において地
域拠点とのネットワークの強化を図り、新市に
ふさわしい都市拠点の形成に努めます。

各地域の総合支所（旧町役場）周辺では、住
民の日常生活が充足し、様々な住民活動を展開
できるよう行政機能をはじめとして、医療・福
祉、教育、学習等の面において身近で便利な機
能を一層充実していくとともに、地域の特性や
交通利便性を活かしたまちづくりを進め、活力
と個性ある地域拠点の形成に努めます。

太平山・晃石山、つがの里、渡良瀬遊水地、
金崎の桜つつみ周辺と道の駅を拠点として位置
づけ、さらなる魅力向上に取り組むとともに、
道の駅にしかた、道の駅みかもにおいては、南
北の玄関口として、新市全体の観光や地域ブラ
ンドなどの情報発信機能の充実に努めます。

都賀ＩＣ、栃木ＩＣ、佐野藤岡ＩＣ周辺で
は、首都圏と東北地方を結ぶ南北軸である東北
自動車道と太平洋と日本海を結ぶ東西軸である
北関東自動車道の結節点としての位置的優位性
を活かし、新市を支える新たな産業集積や交流
拠点としての整備を推進します。

国道５０号沿線では、群馬、栃木、茨城の３
県にまたがる幹線国道沿いという交通利便性や
位置的優位性を活かし、産業や物流施設などの
立地を図るため、土地利用の検討、調整を進め
る産業誘導エリアとして位置付けます。

住宅、商業施設の立地など市街化を促進する
区域です。生活道路等の整備など居住環境の維
持向上に努めるとともに、定住人口の増加を図
ります。

既存の工業集積地や工業団地等となっている
区域です。交通アクセスの向上など企業が活動
しやすい環境の充実とともに、新たな企業の誘
致を推進します。

農業を振興する区域や都市的利用ゾーンの周
辺部となっている区域です。農業を活性化する
環境整備とともに、自然と調和した居住地域と
して適正な利活用に努めます。また、地域コミ
ュニティを活かし、特色ある地域づくりを推進
します。

山林や自然公園などの区域です。次世代に引
き継ぐべき貴重な資源として適切な保全に努め
るとともに、市民、観光客の憩いの場として、
調和のとれた利活用を推進します。

●都市内連携軸
新市の均衡ある発展や一体化を推進するた

めに複合的都市拠点、地域拠点間を結ぶ県道
や幹線道路の機能強化を促進します。また、
ソフト面での連携として、人材の交流などを
促進することで人と人とのつながりの構築に
努めます。
●広域交流軸

市民の利便性の向上、観光交流人口の増
加、企業活動の環境充実のため、新市と県内
外や近隣自治体とを結ぶ高速道路や国道をは
じめとする基幹道路の整備や鉄道の利便性の
向上を促進します。また、ソフト面での連携
として、広域行政など近隣自治体との連携強
化も進めていきます。
●観光交流軸

ソフト面での交流を中心に、観光・レクリ
エーション拠点間における人、情報など新た
なネットワークを構築し、観光回遊ルートの
創出に取り組むとともに、道の駅等における
情報発信の強化を進め、相乗効果による観光
振興を推進します。

都市的利用ゾーン

田園・農村的利用ゾーン

自然環境利用ゾーン

複合的都市拠点

地域拠点

IC周辺活用エリア

産業誘導エリア

観光交流・レクリエーション

産業集積ゾーン

連携軸
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■都市構造のイメージ図
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第４章 新市の施策

１ 施策の体系

基本方針１

豊かな
自然環境に抱かれ
住み続けられるまち

○豊かな自然環境の保全

○安全・安心な暮らしの確保

○快適で利便性の高い暮らしの実現

基本方針４

みんなが
いきいきと働き
活力あふれるまち

○農林業の振興

○商工業の振興

○観光レクリエーションの振興

○雇用の創出

基本方針２

いきいきと健康に
暮らし続けられるまち

○医療体制の充実

○総合的な福祉の構築

○健康づくりの充実

基本方針６

共に考え
協働により
築きあげるまち

○市民と行政の協働による

　まちづくりの推進

○市民と行政の情報共有化の推進

○行財政運営の充実

基本方針５

互いに認め合い
新たな交流が
生まれるまち

○基本的人権の尊重

○新市の一体感の醸成

○国内・国際交流の充実

基本方針３

地域への愛着と誇りを
育むまち

○教育の充実

○生涯学習環境の充実

○スポーツの振興

○文化の振興

まちづくりの基本方針 施策展開の方向性

まちづくりの基本姿勢
●地域の“力”を活かすまちづくり
●“自律”により“自立”できるまちづくり
●持続可能な自治体づくり

そ
れ
ぞ
れ
に
生
み
出
す
流
れ
が
大
河
を
創
り

　
　
　
　
　

悠
久
の
流
れ
が
未
来
を
築
く

新
生 

・ 

栃
木
市
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２ 施策の展開

基本方針１　豊かな自然環境に抱かれ住み続けられるまち

基本方針２　いきいきと健康に暮らし続けられるまち

豊かな自然環境を守り、次の世代に亘って、それらの恩恵を享受できるよう自然環境の保全を図ります。また、市民一人ひと
りが豊かな環境の中で、安全・快適に暮らせるよう、防犯・防災などの安全性の確保、都市機能の強化、生活基盤の利便性、快
適性の確保を図ります。

施策展開の方向性 施策分野 事　業　概　要
豊かな自然環境の保全 環境の保全 ●環境基本計画の策定　●不法投棄防止活動の推進　●公害対策の充実

●環境学習の推進　●環境イベント等の実施･支援

循環型社会の形成 ●ごみの資源化・減量化の推進　●リサイクル活動の推進
●マイバッグ持参運動の推進　●省エネルギーの推進　●水循環システムの推進

緑地や水辺環境の保全 ●公園緑地等の維持管理の充実　●河川美化活動の推進
●自然散策路・親水空間等の充実

安全･安心な暮らしの
確保

防災・危機管理の強化 ●防災・減災対策事業の実施　●市域の広がりに対応した防災体制の構築
●地域、住民の災害対応力の向上　●災害時における要援護者の支援活動構築

消防・救急体制の充実 ●常備消防・救急搬送体制の充実　●消防団の強化

防犯・交通安全対策の充実 ●防犯・交通安全意識の啓発　●地域防犯活動の促進
●交通安全施設の維持・整備

市民相談・消費者保護の充実 ●総合的な市民相談体制の構築　●消費生活等に関する情報提供の充実
●消費生活センターの管理運営

快適で利便性の高い
暮らしの実現

都市基盤の充実 ●計画的な土地利用の推進　●都市計画マスタープランの策定　●都市計画道路・
幹線道路等の整備　●土地区画整理事業の推進　●駅周辺交通環境の整備
●良好な都市景観の形成　●斎場・墓地公園等の再整備の検討

公共交通体系の充実 ●公共バス交通体系の再構築　●デマンド交通システム等の検討
●鉄道との連携及び円滑化の推進

定住環境の整備推進 ●定住支援事業の充実　●民間住宅開発の誘導　●土地区画整理事業の推進（再掲）

暮らしの環境の維持向上 ●バリアフリー化の推進　●生活道路等の維持管理　●上下水道の整備
●高齢者優良賃貸住宅整備の推進　●市営住宅の維持管理

誰もが安心して健康に愛着のある地域で暮らし続けられるよう、身近な医療から救急医療まで医療体制の充実を図るととも
に、地域や市民が支え合う福祉の仕組みや保健・医療・福祉が一体となった支援体制など総合的な福祉を構築します。

施策展開の方向性 施策分野 事　業　概　要
医療体制の充実 地域医療の充実 ●医師会・医療機関等との連携強化　●かかりつけ医の普及・定着

●身近な医療体制の充実

救急医療体制の充実 ●急患センター機能の充実　●小児救急医療の充実　●病院群輪番制病院の確保

社会保険の安定運営 ●国民健康保険制度の安定運営　●長寿医療制度の安定運営の推進

総合的な福祉の構築 総合的な福祉サービス
提供体制の構築

●総合的な相談窓口の設置　●専門職の充実　●医療機関・教育機関との連携強化
●各種福祉関連団体との協力体制の強化

地域福祉の充実 ●地域福祉拠点の整備　●地域福祉活動団体との連携強化　●意識啓発の推進
●福祉ボランティアの養成

子育て環境の充実 ●乳幼児健診・発達相談の充実　●母子に関する医療費の助成
●子育て支援施設・保育園の整備・充実　●仕事と子育ての両立支援の充実
●ひとり親家庭等の自立支援の推進

障がい者の自立支援の充実 ●相談支援の充実　●日常生活の支援の充実　●就労支援の充実
●交流機会・社会参加の充実　●権利擁護の推進

高齢者の自立支援の充実 ●介護予防サービスの充実　●地域包括支援センターの設置　●日常生活の支援の充実
●介護保険サービスの充実　●介護保険施設の設置促進　●権利擁護の推進

低所得者の自立支援の充実 ●生活保護の実施　●就労支援の充実

健康づくりの充実 予防対策の強化 ●各種健診・予防接種等の充実　●感染症に関する意識啓発
●感染症発生時の対応マニュアルの作成

市民の健康づくり支援 ●健康福祉施設の充実　●健康づくりイベントの実施　●健康相談・教育の充実
●健康づくりに関する情報提供の充実
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基本方針３　地域への愛着と誇りを育むまち

基本方針４　みんながいきいきと働き活力あふれるまち

将来を担う子どもたちが学ぶべき時に学び、地域や社会を支える大人たちが学びたい時に学ぶことができるよう、市民一人ひ
とりが様々な知識や経験に触れ、生涯に亘り学び合うことのできる環境づくりを推進し、優れた個性と豊かな人間性を持った人
づくりを推進します。また、地域が受け継いできた文化、歴史、伝統を大切にするとともに、それらの啓発に努め、愛着と誇り
をもった地域の担い手を育成します。

施策展開の方向性 施策分野 事　業　概　要
教育の充実 学校教育の充実 ●基礎学力の向上　●道徳教育や体育の充実

●特色ある教育プログラムの研究・実践　●特別支援教育の充実　●国際教育の推進
●学校給食を活用した食育の推進

教育条件の整備 ●教育研究所の充実　●学習相談・指導体制の充実　●教員の資質向上
●学校施設の改修・耐震化等の計画的推進　●学校の統合・整備

総合的な教育環境の充実 ●教育総合計画の策定　●家庭教育支援の充実　●就学支援の充実
●幼児教育の充実　●幼保・小・中・高の連携推進　●青少年健全育成活動の推進
●児童・生徒の安全確保の推進　●地域社会と一体となった教育環境の構築

生涯学習環境の充実 生涯学習環境の構築 ●生涯学習拠点施設の充実　●公民館等の改修等の計画的推進
●生涯学習関連施設のネットワーク形成

学習機会の充実 ●多様な学習の創出　●市民の学習活動支援　●地域学習の推進

スポーツの振興 スポーツ環境の充実 ●スポーツ施設の改修等の計画的推進　●身近な運動場の整備・充実

参加機会の充実 ●スポーツ団体との連携強化　●総合型地域スポーツクラブの活動支援
●各種スポーツ大会の開催　●スポーツ交流大会の開催推進

文化の振興 文化に親しむ機会の充実 ●文化施設の改修等の計画的推進　●芸術作品鑑賞の推進

地域文化・歴史等の発展・
継承の支援

●文化団体等の活動支援　●祭り・伝統芸能等の地域文化活動の支援
●地域の歴史・文化・伝統の市民啓発　●担い手育成支援

文化財等の保護と活用 ●文化財の調査・保存・整備　●文化財見学会等の実施

高速道路網、鉄道網、優れた自然環境など新市の特性となる基礎的条件や両市町が守り育ててきた地域資源や産業を活かすこ
とに加え、合併の効果を活かし、地域資源、企業、住民など多様な主体の＂力と力＂を繋ぎ、新たな連携を築くことにより、あ
らゆる産業分野において新市の可能性を最大限に引き出し、活力ある新市を築いていきます。

施策展開の方向性 施策分野 事　業　概　要
農林業の振興 農業経営基盤の充実 ●農業基盤の維持・整備　●かんがい排水施設の保全と整備促進

●優良農地の適切な保全　●農業団体との連携強化　●担い手の育成支援
●農産物直売施設等の機能充実　●ＩＴ活用の支援

特色ある農業の展開 ●農業者の意識改革　●地域ブランドの育成　●食と農の連携による食育・地産地消の推進
●体験農業等グリーンツーリズムの推進　●安全安心な農産物の生産支援

林業の振興 ●間伐等森林整備の推進　●林道・作業道の維持・整備　●里山林の整備・利活用の推進

商工業の振興 商業の振興 ●商店街の活性化支援　●地域ブランドの推進　●商工団体との連携強化
●商業環境の整備促進

工業の振興 ●業種間連携の促進　●産学官の連携強化　●製品ブランド化の促進
●制度融資の実施

観光レクリエーション
の振興

魅力ある観光交流・レク
リエーション拠点の形成

●観光交流・レクリエーション拠点の整備・充実　●イベント等開催の支援
●観光ニーズの調査分析

観光ネットワークの形成 ●観光情報提供体制の強化　●観光パンフレットの作成
●テーマ別観光回遊ルートの設定　●観光関係団体のネットワーク化の推進

新たな付加価値の創造 ●地域連携、産業連携による特産品開発　●滞在・体験型観光の推進　●ブランド力の向上
●観光に携わるボランティアの育成支援　●｢おもてなしの心｣ の普及

雇用の創出 企業誘致の推進 ●高速道路ＩＣ周辺エリア活用整備の推進　●産業適地の利活用の推進
●企業への情報発信、支援体制の充実

新産業創出の促進 ●業種間連携の促進（再掲）　●食と農の連携推進（再掲）　●地域ブランド開発の推進

多様な雇用環境の創出 ●コミュニティビジネスの推進　●企業等と住民を繋ぐ人材バンク等の検討
●勤労者福祉の充実
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基本方針５　互いに認め合い新たな交流が生まれるまち

基本方針６　共に考え協働により築きあげるまち
市民と行政が一体となり、自立した地域運営を展開していくために、市民、地域、まちづくり団体など様々な主体の創意とエ

ネルギーが十分に発揮され、誰もが主体的にまちづくりに取り組めるよう、まちづくりの新たな仕組みづくりや市民参加を推進
するとともに、効率的な行財政運営の中においても多様なニーズに適確に対応できる行政基盤を構築し、市民との一層の信頼関
係を築いていきます。

施策展開の方向性 施策分野 事　業　概　要
市民と行政の協働に
よるまちづくりの推進

地域自治の仕組みづくり ●地域自治制度の導入　●地域自治・住民自治の意識啓発
●地域内の住民や団体の連携強化　●市民活動への支援制度の確立

住民自治の推進 ●自治会の活動支援・連携強化　●地域の人材育成　●協働のルールづくりの検討

市民活動の推進 ●市民活動への支援と拠点施設の運営　●市民活動に関する情報提供の充実
●NPO等の育成

市民と行政の情報
共有化の推進

情報共有化の推進 ●広報紙の発行　●ホームページの管理運営　●ケーブルテレビ等による行政情報の提供
●統合型地図情報等による新たな情報提供　●情報公開制度の運用　●個人情報の保護

市民参画の充実 ●新市に適した広聴制度の導入　●パブリックコメント制度の導入
●審議会等への委員公募制の導入

行財政運営の充実 行財政基盤の強化 ●総合計画の策定　●行政評価システムの導入　●財政健全化の継続推進
●受益者負担の適正化　●適正な職員定数管理の推進
●公共施設の維持管理の効率化

市民サービス提供体制
の充実

●総合窓口化など窓口サービス体制の向上　●本庁舎・総合支所の耐震化等の実施
●職員の専門化・能力開発の推進　●福祉等に関する専門職員数の拡充

近隣自治体等との連携 ●広域行政の推進　●広域連携組織への参加　●公共施設の共同利用

市民一人ひとりが普遍的に持つべき意識である ｢基本的人権の尊重｣ を推進することで、互いに認め合う地域社会の形成を推
進します。また、それらを基礎として、地域間の相互理解を推進し、新市の一体感を醸成するとともに、地域と地域、市民と市
民が生み出す交流の輪を国内外に広げ、新市を中心として様々な交流が生まれるよう国内・国際交流の充実を推進します。

施策展開の方向性 施策分野 事　業　概　要
基本的人権の尊重 人権の尊重 ●人権教育・啓発の推進　●人権関係団体との連携　●人権相談窓口の充実

●隣保館等の管理運営

男女共同参画の推進 ●男女共同参画意識の醸成　●女性団体等との連携強化　●審議会等への女性委員の登用

新市の一体感の醸成 全市的交流イベント
開催の推進

●新市発足記念式典等の実施　●市民スポーツ交流大会等の開催

学習による相互理解の推進 ●新市の観光資源や文化財巡りの実施　●地域学習の推進

地域間交流の推進 ●各種団体の地域間連携体制の構築　●地域づくりに関する意見交換会の開催
●次世代間交流の推進

国内・国際交流の充実 国内交流の推進 ●友好都市等との交流の推進　●物産展の開催等の民間交流の推進

国際交流の推進 ●友好都市等との交流の推進　●国際教育の推進（再掲）　●国際交流団体との連携強化
●国際交流イベントの開催　●語学講座等支援事業の充実
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第５章 財政計画

１ 歳入

２ 歳出

地方公共団体が課税することの出来る税（住民税、固定資産税など）

現行の税制度を基本に、過去の実績や将来
人口推計の推移等を踏まえ推計しました。

一定水準のサービスが実施できるように、国から交付される交付金

縮減に努めるものの、人口減少等に伴う地
方税の減収の影響により、増加傾向を示すもの
と見込んでおります。また、普通交付税につい
ては算定特例（合併算定替）を見込んで推計し
ました。

特定の経費に充てる財源として交付される交付金
過去の実績推移を踏まえるとともに、西方町の

生活保護費等に係る国庫負担金分を見込んで推計
しました。

基金からの繰入金

学校の耐震化等の経費に充てるため年度間
における財源調整により基金から繰り入れるこ
とを見込んで推計しました。

前年度の収支黒字額を見込んで推計しまし
た。

道路、学校などの建設事業のための借入金

投資的経費などの見込みを踏まえて推計し
ました。

今後の社会情勢が不透明なこともあり、過
去の実績を踏まえ、概ね現状で推移していくも
のと推計しました。

地方税１

一般職・特別職の給与や、議員・各種委員の報酬

合併に伴う特別職、議会議員などの削減効
果に併せ、一般行政職等については平成26年
度までの４年間で８％の削減を見込み推計しま
した。

また、合併に伴い新市に吸収される栃木地
区広域行政事務組合の消防等に関する人件費
を、平成23年度から計上して推計しました。
※ なお、一般行政職等の削減率については、あくまで

も目安であり、今後、新市において策定する定員管
理適正化計画において、住民サービスの低下を招か
ないことや、地方分権改革の進展による権限移譲の
動向を見据えながら、決定することになります。

生活保護法、児童福祉法等に基づき援助する費用

過去の実績推移や将来人口構成比を踏まえ
るとともに、西方町分の生活保護等に係る事務
事業の増加経費分を見込み推計しました。

地方債の元利償還費と一時借入金の利息の合計

これまでの借入に対する償還額に、新たな
借入に対する償還額を見込み推計しました。

報償費、委託料、使用料及び賃借料など

過去の実績推移を踏まえるとともに、事務
運営の効率化を図り平成31年度までに９％の
削減を見込み推計しました。

各種団体への補助金や一部事務組合の負担金など

合併による行財政の効率化により平成31年
度までに９％の削減を見込み推計しました。

道路、学校などの建設事業に要する費用

事業費の抑制に努めるほか、両市町の学校
の耐震化等の必要経費を見込み推計しました。

過去の実績推移を踏まえて、概ね現状で推
移するものと推計しました。

人件費１ 物件費４

補助費等５

投資的経費６

その他の歳出７

扶助費２

公債費３

繰入金４

繰越金５

地方債６

その他の歳入７

地方交付税２

国・県支出金３
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３ 財政計画（推計）

� （単位：百万円）　

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

地 方 税 18,988 18,958 18,624 18,593 18,563 18,238 18,198 18,157 17,831 17,791 17,750 

地 方 譲 与 税
・ 交 付 金 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 

地 方 交 付 税 8,230 8,291 8,503 8,509 8,469 8,326 8,534 8,329 8,043 7,575 7,079 

分 担 金・
負 担 金 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 

使 用 料・
手 数 料 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 

国 庫 支 出 金 5,863 3,831 3,601 3,505 3,544 3,585 3,626 3,669 3,713 3,757 3,795 

県 支 出 金 3,985 3,970 3,969 3,883 3,777 3,771 3,762 3,754 3,746 3,739 3,731 

財産収入・寄
付金・諸収入 2,591 2,589 2,589 2,589 3,989 3,989 3,973 2,589 2,589 2,589 2,589 

繰 入 金 1,906 847 185 173 20 0 0 0 0 0 0 

繰 越 金 877 911 777 632 840 1,157 1,305 2,018 2,276 2,053 1,432 

地 方 債 5,743 5,664 5,658 5,194 3,915 3,698 3,696 3,696 3,696 3,696 3,696 

歳 入 合 計 51,999 48,877 47,722 46,894 46,933 46,580 46,910 46,028 45,710 45,016 43,888 

� （単位：百万円）　

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

人 件 費 8,959 10,148 9,992 9,836 9,680 9,680 9,680 9,680 9,680 9,680 9,680 

扶 助 費 8,453 7,059 7,129 7,200 7,271 7,342 7,365 7,387 7,409 7,432 7,454 

公 債 費 5,071 5,331 5,225 5,292 5,697 5,810 6,254 5,240 5,247 5,276 5,222 

物 件 費 7,155 7,419 7,348 7,276 7,205 7,134 7,063 6,992 6,920 6,849 6,849 

維 持 補 修 費 146 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

補 助 費 等 7,293 5,279 5,226 5,172 5,119 5,066 5,012 4,959 4,906 4,852 4,852 

繰 出 金 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 

積 立 金 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

投 資 ・ 出 資
金 ・ 貸 付 金 1,637 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 

投 資 的 経 費 7,127 6,377 5,683 4,791 4,317 3,756 3,031 3,007 3,007 3,008 3,008 

歳 出 合 計 51,088 48,100 47,090 46,054 45,776 45,275 44,892 43,752 43,656 43,584 43,552 

収 支 差 引 911 777 632 840 1,157 1,305 2,018 2,276 2,053 1,432 336 

※端数処理により誤差が生じる場合があります。

歳入１

歳出２
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公共施設の統合整備については、市民生活に急激な変化を及ぼさないよう、地域のバランスや
市民の利便性等に十分に配慮するとともに、財政事情や次世代への負担を考慮しながら進めるこ
ととします。

既存の公共施設については、合併を機として、他の類似施設との複合化や役割分担、連携な
どを進めるとともに、地域住民との協働や指定管理制度の導入等により、様々なニーズに対応
した効率的なサービス提供と利便性の向上に努めます。なお、老朽化により更新や大規模改修
が必要となった場合は、利用状況、類似施設の有無等を総合的に勘案し、統廃合も含めて検討
していくものとします。

また、市有の未利用地等についても有効活用の検討を行うとともに、処分を含め適正な対応
を検討していきます。

新規の公共施設の整備は、その必要性の検討と市民の意向の把握を十分に行うとともに、他
の施設の廃止による複合的利用の可能性、ＰＦＩ方式など民間活力の活用、維持管理経費の将
来負担、受益者の範囲等の多角的な視点で慎重に検討した上で行うものとします。

公共施設の使用料は、誰もが使いやすい施設として、その機能を維持向上していく上で大切
な財源となるものです。新市においては、公共施設の使用料等の減額や免除の基準を一元的に
見直し、受益者負担の一層の適正化を進めます。

新市の庁舎については、当分の間は旧市町庁舎を活用していくものとし、市民サービスの低
下を招かないよう電算処理システムの統合やネットワーク化など必要な整備を行うとともに、
全庁舎とも老朽化が著しいことから、必要な整備改築を行うものとします。

なお、新たな庁舎の整備については、その是非も含めて、新市において検討するものとします。

第６章 公共施設の統合・整備

１ 基本方針

２ 施設整備・活用の方針

３ 庁舎整備の方針

既存施設・財産の活用の方針１

公共施設の新規整備２

受益者負担の適正化３

栃木市・西方町合併協議会
〒328-8686　栃木県栃木市入舟町７番26号（栃木市役所内）
TEL：0282－21－2404　メール：info@totigi-gappei.jp
FAX：0282－21－2407　ホームページ：http://www.city.tochigi.lg.jp/gappei/tn/


